
岐
重

五
二

八 指
定
番
号 第

三

百

十

四

号

令

和

四

年

七

月

十

二

日

絵
画

種
目

絹
本
著
色

仏
涅
槃
図

名

称

一
幅

員
数

絹
本
濃
彩
、
掛
幅
一

幅
一
舗

縦

一
六
〇
・
九
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル

横

一
二
五
・
三
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル

本
図
は
、
継
ぎ
の
な

い
一
枚
の
絹
本
に
、

濃
彩
、
金
泥
、
截
金

に
よ
っ
て
描
か
れ
る
。

制
作
時
期
は
、
南
北

朝
時
代
か
ら
室
町
時

代
前
半
と
推
測
で
き

る
。
多
数
の
短
冊
形

に
よ
っ
て
登
場
者
名

が
詳
細
に
墨
書
さ
れ

内

容

加
茂
郡
川

辺
町
中
川

辺
一
五
二

五
番
地
一

所
在
地

(

火
曜
日)

宗
教
法

人
本
覚

寺 所
有
者

大
阪
府
枚

方
市
田
口

山
二
丁
目

六
番
地
一

住

所

目

次

告

示

○
岐
阜
県
重
要
文
化
財
の
指
定

(

文
化
伝
承
課)

三
〇
一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
重
要
無
形
文
化
財
の
指
定
及
び
岐
阜
県
重
要
無
形
文
化
財
の

保
持
者
の
認
定

(

同

)

三
〇
二

○
岐
阜
県
重
要
無
形
文
化
財
の
指
定
の
解
除

(

同

)

三
〇
二

○
道
路
の
区
域
決
定

(

道
路
維
持
課)

三
〇
二

○
道
路
の
供
用
開
始

(

同

)

三
〇
三

告

示

岐
阜
県
告
示
第
二
百
四
十
八
号

岐
阜
県
文
化
財
保
護
条
例(

昭
和
二
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
七
号)

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
岐
阜
県
重
要
文
化
財
の
指
定
を
次
の
よ
う
に
行
う
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
七
月
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
重
要
文
化
財
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
四
年
七
月
十
二
日



岐
阜
県
告
示
第
二
百
四
十
九
号

岐
阜
県
文
化
財
保
護
条
例(

昭
和
二
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
七
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
岐
阜
県
重
要
無
形
文
化
財
の
指
定
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
岐
阜
県
重
要
無
形
文
化
財
の

保
持
者
の
認
定
を
次
の
よ
う
に
行
う
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
七
月
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
重
要
無
形
文
化
財

岐
阜
県
告
示
第
二
百
五
十
号

岐
阜
県
文
化
財
保
護
条
例(

昭
和
二
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
七
号)

第
七
条
の
二
第
七
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
岐
阜
県
重
要
無
形
文
化
財
の
指
定
が
解
除
さ
れ
た
の
で
、
そ
の
旨
告
示
す
る
。

令
和
四
年
七
月
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

指
定
を
解
除
さ
れ
た
岐
阜
県
重
要
無
形
文
化
財

岐
阜
県
告
示
第
二
百
五
十
一
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
決
定
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
七
月
十
二
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課

及
び
岐
阜
県
大
垣
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
七
月
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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岐
保

認
五

五 指
定
番
号

岐
重

五
二

九

芸
能

種
目

建
造

物

地
芝
居

振
付

名

称

大
船
神
社

本
殿

農
村
で
行
わ
れ
て
い
た
地
芝

居
の
維
持
が
困
難
な
時
期
に
、

東
濃
地
方
を
中
心
に
指
導
に
あ

た
り
、
各
保
存
会
の
復
活
や
活

動
を
支
え
て
き
た
。

中
村
高
女
の
振
付
は
、
恋
愛

物
に
秀
で
た
上
方
歌
舞
伎
の
技

芸
の
特
色
を
に
じ
ま
せ
て
い
る
。

地
芝
居
に
お
い
て
は
、
地
方

独
特
の
演
技
を
忠
実
に
伝
え
る

振
付
師
の
存
在
は
貴
重
な
も
の

で
あ
る
。 内

容

一
棟

附棟
札

一
枚

古
文

書
四

点

桁
行
三
間
、
梁
間
一

間
、
一
重
、
流
造
、

平
入
、
向
拝
三
間
、

柿
葺

て
お
り
、
史
料
的
価

値
の
高
い
作
品
で
あ

る
。

中
村

高
女

保

持

者

恵
那
市
上

矢
作
町
字

高
井
戸
一

三
〇
七
番

地
一

宗
教
法

人
大
船

神
社

恵
那
市
大
井
町

二
七
一
〇
番
地

二
八
一

住

所

所
在
地
に

同
じ
。

県
道

道
路
の
種
類 岐

保
認
四
九

指
定
番
号

大

垣

江

南
線

路
線
名

工
芸
技
術

種

目
安
八
郡
安
八
町
北
今
ケ
渕
字
杁

ノ
戸
一
五
一
四
番
三
地
先
か
ら

同

郡
同

町
森
部

字
表

七
二
四
番
地
先
ま
で

区

間

美
濃
伝
日
本
刀

鍛
錬
技
法

名

称

美
濃
伝
日
本
刀
鍛

錬
技
法
保
持
者
会

保
持
団
体

��･�〜��･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

関
市
若
草
通
三
丁
目
一

番
地

住

所

県
道
安
八
平

田
線
と
一
部

重
用
。

備

考

�



岐
阜
県
告
示
第
二
百
五
十
二
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
七
月
十
二
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課

及
び
岐
阜
県
美
濃
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
七
月
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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一
般
国
道

道
路
の
種
類

四
百
十
八

号 路
線
名

関
市
肥
田
瀬
字
上
屋
敷
一
五
五
七

番
一
地
先
か
ら

同
市
同

字
同

二
五
二
八

番
七
地
先
ま
で

区

間���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

令
和�･�･�� 供

用
開
始

の
期
日

平
成
��･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)
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令
和
四
年
七
月
十
二
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


